
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴力団対策法」という。）の施

行を契機とした暴力団排除気運の高まりと取締りの一層の強化により，暴力団は，社会から

孤立しつつある。しかしながら，民事介入暴力，金融・不良債権関連事犯を多数引き起こす

など，その資金獲得活動は，社会経済情勢の変化に対応して一層多様化・巧妙化しつつある。

また，暴力団は，けん銃を使用した凶悪な犯罪や薬物犯罪を多数引き起こすなど，市民社

会にとって大きな脅威となっており，対立抗争事件も，依然として多数発生している。

さらに，暴力団排除活動等の成果により企業対象暴力の件数は減少傾向にあるものの，大

手企業役員らが商法違反事件で検挙されるなど一部企業と総会屋との関係は依然として続い

ている。

このような情勢の下，警察は，暴力団を解散，壊滅に追い込むため，総力を挙げて，暴力

団犯罪の取締りの徹底，暴力団対策法の効果的な運用及び暴力団排除活動の推進を三本の柱

とした暴力団総合対策を推進している。

１ 暴力団情勢

（１） 暴力団構成員数等の推移

暴力団構成員及び準構成員（注）は，平成１２年末現在，約８万３，６００人で，１１年に比べ約

５００人（０．６％）増加し，うち構成員は約４万３，４００人で，１１年に比べ，約５００人（１．１％）減

少した。また，五代目山口組（以下「山口組」という。），稲川会及び住吉会の３団体の構成

員は約３万人で，１１年に比べ，約３００人（１．０％）減少した。

（注） 暴力団準構成員とは，構成員ではないが，暴力団と関係を持ちながら，その組織の威力を背景として暴力的不法

行為等を行う者，又は暴力団に資金や武器を供給するなどして，その組織の維持，運営に協力し若しくは関与する

者をいう。

（２） 暴力団組織の解散，壊滅の状況

平成１２年中に解散し又は壊滅した暴力団組織は１７７組織（構成員数約１，１４０人）で，このう

ち，山口組，稲川会及び住吉会の３団体の傘下組織の解散・壊滅数は１３６組織（構成員数約

９００人）であり，全体の７６．８％（全構成員数の７８．９％）を占めている。

２ 暴力団犯罪の取締り

（１） 全般的検挙状況
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平成１２年中の暴力団構成員及び準構成員の検挙人員は３万１，０５４人で，１１年に比べ１，４５７人

（４．５％）減少し，このうち構成員の検挙人員は１万１８９人で，１１年に比べ３９５人（３．７％）減

少している（図４－１，図４－２）。

図４－１ 暴力団構成員及び準構成員の検挙人員の推移（平成３～１２年）

図４－２ 暴力団構成員の検挙人員の推移（平成３～１２年）
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１２年中の山口組の構成員及び準構成員の検挙人員は１万５，３９４人，うち構成員の検挙人員

は４，９１４人（直系組長４人を含む。）で，それぞれ総検挙人員のほぼ半数を占めており，事件

の内容をみても，その悪質性は際立っている。

［事例］ 山口組傘下組織組長（４８）らは，共謀の上，兵庫県伊丹市内のぱちんこ店がみか

じめ料の支払いを拒否したことに対する報復として，１１年１０月，同店ガラスドアにブロ

ック片を投げつけ破損させ，さらに屋上に火炎びん３本を投げつけ放火するなどした。

１２年２月，建造物損壊罪，非現住建造物等放火罪及び火炎びんの使用等の処罰に関する

法律違反で検挙した（兵庫）。

１２年中の暴力団構成員及び準構成員の検挙人員を刑法犯，特別法犯の別に見ると，刑法犯

は１万９，６６８人，特別法犯は１万１，３８６人であり，１１年に比べ，刑法犯は５７人（０．３％）増加

し，特別法犯は１，５１４人（１１．７％）減少している。また，罪種別では，覚せい剤取締法違反

が７，７２０人（構成比２４．９％）で最も多く，次いで傷害５，０２１人（１６．２％），恐喝３，２９０人（１０．６％），

窃盗２，６２３人（８．４％）の順となっている。

（２） 暴力団等に関する組織的犯罪処罰法の適用状況

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下「組織的犯罪処罰法」とい

う。）は平成１２年２月に施行され，１２年末までの暴力団等に係る同法の適用・検挙状況につ

いては，刑の加重規定（第３条第１項等）を６件に適用し，犯罪収益等隠匿（第１０条第１項）

を１件検挙している。また，起訴前における没収保全命令が警察の請求により１件発出され

ている。

［事例１］ 稲川会傘下組織組員（３０）らは，共謀の上，みかじめ料等により継続的な利益

を得ることを目的として，１２年３月，静岡県熱海市内のぱちんこ店において，スロット

マシンコーナーの遊技機約３０台にコイン１～４枚を置いて占拠し，他の遊技客を排除す

るなどして，威力を用いて同店の営業を妨害した。３月，威力業務妨害罪で検挙し，４

月，組織的犯罪処罰法（第３条第１項）を適用した（静岡）。

［事例２］ 稲川会傘下組織幹部（２７）は，自己が無登録・高金利で貸し付けた金銭の返済

等として，１２年３月から９月までの間，９人から合計１９０万円を知人名義の普通預金口座

に振込入金させ，もって，犯罪収益等の収得につき事実を仮装した。９月，貸金業法違

反等で検挙し，１２月，組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）で検挙した（山形）。

（３） 対立抗争及び銃器犯罪

ア 対立抗争事件の発生状況

平成１２年中の暴力団の対立抗争の発生事件数は５件，発生回数は１８回で，そのうち１６回

（８８．９％）にけん銃が使用されている。発生事件数は１１年に比べ６件，発生回数は１１年に比

べ２８回減少している（図４－３）。
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［事例］１２年４月，縄張り争いに端を発して，山口組傘下組織組長がけん銃で殺害される

など山口，福岡両県において，山口組と工藤會との対立抗争事件が８回発生し，１２年１２

月末までに銃砲刀剣類所持等取締法（以下「銃刀法」という。）違反等で７人を検挙し，

けん銃１丁及び改造を施した散弾銃１丁を押収した（山口，福岡）。

イ 銃器発砲事件の発生状況

１２年中の暴力団等によるとみられる銃器発砲事件の発生回数は９２回であり，１１年に比べ４１

回（３０．８％）減少している。これらの銃器発砲事件に伴い１７人が死亡，２４人が負傷した（図

４－３）。

図４－３ 対立抗争事件，銃器発砲事件の発生状況（平成３～１２年）
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［事例］ 山口組傘下組織幹部（４６）らは，共謀の上，１２年５月から６月にかけて，熊本市

内の化粧品等製造販売会社の建物に対し，けん銃弾９発を発射し，窓ガラス等を損壊し

た。１２月末までに銃刀法違反等で８名を検挙，けん銃２丁を押収した（熊本）。

ウ けん銃の押収状況

警察による取締りの徹底や７年の銃刀法の一部改正等を受け，暴力団は，けん銃の保管に

ついて，小口に分散させたり，情を知らない第三者を利用したりするなど，その隠匿方法を

より巧妙化させている。１２年中の暴力団構成員及び準構成員からのけん銃押収丁数は５６４丁

と，１１年に比べ１６丁（２．８％）減少した（図４－４）。

［事例１］ 山口組傘下組織組員（２６）らは，法定の除外事由がないのに，共謀の上，１２年

５月，大阪市平野区内に所有するマンションの１室に，けん銃４丁及びけん銃実包６７個

を隠匿所持した。５月，銃刀法違反で検挙した（大阪）。

［事例２］ 工藤會傘下組織幹部（３３）らは，法定の除外事由がないのに，共謀の上，１２年

７月，フィリピンから，けん銃１７丁及びけん銃実包４９７個を大理石板を梱包した木箱の底

部に隠匿し，貨物船に積載するなどして，密輸入した。７月，銃刀法違反等で検挙した

（千葉，兵庫，福岡）。

（４） 総会屋等による企業対象暴力

平成１２年中における総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロの検挙件数，検挙人員は４１４件，６１６

人で，１１年に比べ，検挙件数は１１７件（２２．０％），検挙人員は２１５人（２５．９％）それぞれ減少

している（表４－１）。このうち，総会屋の検挙件数，検挙人員は８件，９人であり，一部

図４－４ 暴力団構成員及び準構成員からのけん銃押収丁数の推移（平成３～１２年）
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企業と総会屋との関係は依然として続いている状況にある。

なお，警察では，企業からの暴力団，総会屋等に係る各種相談に対応するとともに，特に

企業対象暴力を常習とする右翼，政治活動標ぼうゴロ等の取締りを推進している。

［事例１］ 政治活動標ぼうゴロ（５０）らは，共謀の上，１１年９月，町役場等において，町

長及び町議に対し，同町発注の公共工事に絡んで不正があったなどとして因縁をつけ，

街宣活動を中止することの見返りとして執ように金銭を要求し，１０月までに同町議から

現金合計４００万円を脅し取った。１２年３月，恐喝罪で検挙した（千葉）。

［事例２］ 総会屋（６９）らは，大手機械製造会社の株式を保有しており，９年１２月から１２

年１月までの間，同社の役員らから，定時株主総会において，同社の株式を保有する他

の総会屋株主に対して，その株主としての権利を行使させず，議事が円滑に進行するよ

うに協力させることなどの謝礼として，会社の計算において供与されるものと知りなが

ら，広告塔掲出に係る賃貸料及びその保守点検料の名目で，銀行口座に合計約８，５９０万円

を振込入金させた。６月，商法違反（利益供与・受供与）で検挙した（大阪）。

（５） 金融・不良債権関連事犯

平成１２年中の暴力団等に係る金融・不良債権関連事犯の検挙件数は１１７件で，１１年に比べ

１５件増加している。このうち，競売入札妨害事件，強制執行妨害事件等の債権回収過程にお

けるものが，９８件（８３．８％）を占め，債権回収を妨害することにより利益を得ることを常習

表４－１ 総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロの罪種別検挙状況（平成１１，１２年）

区分 検 挙 件 数（件） 検 挙 人 員（人）

罪種 年次 １１ １２ 増 減 １１ １２ 増 減

総 数 ５３１ ４１４ △１１７ ８３１ ６１６ △２１５

恐 喝 １１１ １３２ ２１ ２０４ ２１７ １３

暴 行 ９ ８ △ １ １２ ８ △ ４

傷 害 ６７ ４６ △２１ ９８ ５７ △４１

強 要 ・ 脅 迫 １６ １４ △ ２ ２２ ２０ △ ２

威 力 業 務 妨 害 ５ １０ ５ １８ １３ △ ５

詐 欺 ２２ １８ △ ４ ６２ ２２ △４０

横 領 ２ ２ ０ ２ ２ ０

公 務 執 行 妨 害 １１ ３ △ ８ １９ ５ △１４

暴 力 行 為 ４３ ２８ △１５ ７１ ４２ △２９

その他の刑法犯 ８９ ８８ △ １ １３２ １４２ １０

商 法 違 反 ３ １ △ ２ ３ ２ △ １

その他の特別法犯 １５３ ６４ △８９ １８８ ８６ △１０２

－１３５－



としている者たちの存在もうかがわれる。また，公的融資制度を悪用した詐欺事件，出資法

違反事件等の事犯の検挙件数も増加する傾向にあり，融資過程においても暴力団等の資金獲

得活動が依然として続いていることがうかがえる。

警察では，従来より，預金保険機構，整理回収機構，裁判所，金融機関等の関係機関との

連携により，このような金融・不良債権関連事犯の検挙及び債権回収過程からの暴力団等の

排除を推進してきたが，さらに，中小企業金融安定化特別保証制度の悪用を防止するため，

信用保証協会等との連携強化にも努めているところである。また，債権管理回収業に関する

特別措置法（いわゆるサービサー法）の規定に基づき必要な援助を行うなど，債権回収会社

との連携を進めている。

［事例１］ いわゆる執行抗告屋（５５）らのグループは，共謀の上，弁護士でなく，かつ法

定の除外事由もないのに，報酬を得る目的で，業として，１１年２月ころから１１月ころま

での間，東京地方裁判所が行った競売事件に関し，同事件の債務者や所有者に対して執

行抗告の提起等により引渡しを遅延させることを勧誘し，１０数名から依頼を受けて，執

行抗告申立書等の訴状を作成した上，これを裁判所に提出するなどの法律事務を取り扱

い，その報酬として１件当たり２０数万円の交付を受けた。１２年９月，弁護士法違反で検

挙した（警視庁）。

［事例２］ 団体幹部（４２）らは，共謀の上，建築会社代表取締役が金融機関から，中小企

業金融安定化特別保証制度の設備投資資金１，０００万円の融資を受けるに際し，融資に係る

折衝をするなどして，その媒介を行い，１２年４月，その融資を受けた際，手数料として

現金２１２万円の交付を受け，法定の割合を超える手数料を受領した。１０月，出資法違反で

検挙した（神奈川）。

（６） 資金獲得犯罪の検挙状況

ア 伝統的資金獲得犯罪

古くからある暴力団の資金獲得犯罪として，覚せい剤取締法違反，恐喝，賭博及び公営競

技関係４法違反（ノミ行為等）（以下「伝統的資金獲得犯罪」という。）が挙げられる。平成

１２年中の伝統的資金獲得犯罪に係る暴力団構成員及び準構成員の検挙人員は１万２，９１０人

で，暴力団構成員及び準構成員の全検挙人員の４１．６％を占めており，そのうち構成員の検挙

人員は３，８８４人と，構成員の全検挙人員の３８．１％を占めている。

［事例］ 住吉会傘下組織幹部（４３）らは，共謀の上，１２年１月，埼玉県大宮市内のマンシ

ョンの１室において，衛星放送等を利用して，日本中央競馬会主催の競馬レースに関し，１４

人の客に１００円を１口として計９７万７，０００円を賭けさせながら，勝馬投票券を購入せず，

予想が的中したときは，主催者が的中者に払い戻す金額と同じ金額を的中者に交付し，

的中しないときは賭けられた金を自己の所得として利を図るいわゆるノミ行為をした。

第４章 暴力団総合対策の推進
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２月，競馬法違反で検挙した（埼玉）。

イ 企業活動を利用した資金獲得犯罪

暴力団の資金獲得活動は時代に応じて変化しており，伝統的資金獲得犯罪のほかに，暴力

団自らが経営に関与する企業等を通じ，又は暴力団が企業と結託していわゆる表の経済社会

へ進出し，一般の経済取引を装うなどして様々な犯罪を引き起こし，資金を獲得している。

［事例］ 暴力団の関連企業である証券金融会社の代表取締役（５５）らは，大蔵大臣の免許

等を受けないで，９年９月から１０年１２月までの間，数名の顧客から合計約１４３万株の株式

売買取引の委託の取次依頼を受け，証券会社に対して同社名義で株式売買取引の委託の

取次をし，また，８年１月から１０年９月までの間，株式の買付けを委託したり株式の保

管を委託していた顧客数十名から，株価の変動を利用して，仮装の損失名下に合計約６，３７４

万円をだまし取った。１２年４月，証券取引法違反及び詐欺罪で検挙した（警視庁，静岡）。

（７） 国際犯罪組織等の関与がうかがわれる犯罪

平成１２年中は，暴力団等が関与する高級自動車を対象とした組織窃盗・密輸出事件，外国

人女性の不法入国又は長期滞在を目的とする偽装結婚事件，不法入国者等を海外に渡航させ

るため日本人名義で旅券の発行を受けた旅券法違反事件等が検挙されるなど，国際犯罪組織

又は来日外国人の関与がうかがわれる犯罪がみられた。

［事例１］ 松葉会傘下組織幹部（３３），稲川会傘下組織組長（３１）ら２３人は，１０年初めこ

ろから，関東一円において高級自動車を対象とする窃盗を繰り返し，盗品を譲り受け，

さらに，パキスタン人ブローカーを通じて英国，ロシア，シンガポールへ密輸出するな

どした。１２年１月までに被害車両３６９台（被害総額１５億円相当）の犯行を確認し，窃盗罪

等で検挙した（埼玉，静岡）。

［事例２］ 山口組傘下組織組長（５５）は，ロシア人ブローカーらと共謀の上，１１年４月，

東京都大田区内の風俗営業店において，その経営者に対し，就労許可を受けていないロ

シア人女性をいわゆるマッサージ嬢として紹介して雇用させるなどした。１２年６月，職

業安定法違反，出入国管理及び難民認定法違反で検挙した（警視庁，富山）。

３ 暴力団対策法の施行状況

（１） 指定状況

ア 指定状況

平成１２年末現在，２５団体が指定暴力団として指定されているが，これらのうち，１２年には，２

月１０日に二代目福博会（福岡県）が初回の指定を受け，２月３日に松葉会（東京都），５月

２日に國粹会（東京都）がそれぞれ３度目の指定を受けた（表４－２）。

イ 指定をめぐる争訟の状況
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指定暴力団の指定をめぐっては，四代目会津小 （現在の名称：五代目会津小鉄会）の元

代表者から，４年の初回の指定処分について，結社の自由を制限された上，仁侠団体として

の名誉と信用を侵害されたなどとして，国，京都府等を被告として損害賠償請求訴訟が提起

されたが，一審，二審とも請求棄却の判決が出された。元代表者による上告に対し，最高裁

判所は，１２年９月，上告事由に該当しないとして上告棄却の決定をした。

注：１ 本表に計上した数値は，最新の指定の基準日における勢力範囲，暴力団員数を示している。
２ 石川一家（平成５年２月１８日佐賀県公安委員会指定）は，五代目山口組傘下組織となった
ため，平成７年１０月１６日に指定を取り消された。

３ 二代目大日本平和会（平成６年４月７日兵庫県公安委員会指定）は，再度の指定が行われ
ず，平成９年４月６日で指定の効力が失われた。

表４－２ 指定暴力団の指定の状況（平成１３年６月３１日）

番号 名 称 主たる事務所の所在地 代表する者 勢力範囲 暴力団員数 指定年月日 効力発生年 月 日 代 紋

１ 五代目山口組 兵庫県神戸市灘区篠原
本町４－３－１ 渡 芳則 １都１道

２府４１県 約１万７，９００人 平成１３年６月１５日
平成１３年
６月２３日

２ 稲 川 会 東京都港区六本木７－
８－４ 稲川 角二 １都１道

２１ 県 約５，１００人
平成１３年
６月１５日

平成１３年
６月２３日

３ 住 吉 会 東京都港区赤坂６－４
－２１ 西口 茂男 １都１道

１府１７県 約６，３００人
平成１３年
６月１５日

平成１３年
６月２３日

４ 四代目工藤曾 福岡県北九州市小倉北
区神岳１－１－１２ 野村 悟 ３ 県 約 ５３０人 平成１３年６月１９日

平成１３年
６月２６日

５ 三代目旭琉会 沖縄県那覇市首里石嶺
町４－３０１－６ 翁長 良宏 県 内 約 ２７０人 平成１３年６月１９日

平成１３年
６月２６日

６ 沖 縄 旭 琉 会 沖縄県那覇市辻２－６
－１９ 富永 清 県 内 約 ４１０人 平成１３年６月１９日

平成１３年
６月２６日

７ 五代目会津小鉄会
京都府京都市下京区東
高瀬川筋上ノ口上る岩
滝町１７６－１

圖越 利次 １道１府
１ 県 約１，１００人

平成１０年
７月２４日

平成１０年
７月２７日

８ 四代目共政会 広島県広島市南区仁保
新町２－６－５ 沖本 勲 県 内 約 ２８０人 平成１０年７月２４日

平成１０年
７月２７日

９ 六代目合田一家 山口県下関市竹崎町３
－１４－１２ 温井 完治 ４ 県 約 １９０人 平成１０年７月２４日

平成１０年
７月２７日

１０ 四代目小桜一家 鹿児島県鹿児島市甲突
町９－１ 平岡 喜榮 県 内 約 １２０人 平成１０年７月２４日

平成１０年
７月２７日

１１ 三代目浅野組 岡山県笠岡市笠岡６１５
－１１ 串田 芳明 ２ 県 約 １２０人 平成１０年１２月１１日

平成１０年
１２月１４日

１２ 道 仁 会 福岡県久留米市通東町
６－９ 松尾誠次郎 ４ 県 約 ５３０人 平成１０年１２月１１日

平成１０年
１２月１４日

１３ 親 和 会 香川県高松市塩上町２
－１４－４ 細谷 國彦 ２ 県 約 ７０人 平成１０年１２月１１日

平成１０年
１２月１６日

１４ 双 愛 会 千葉県市原市辰巳台西
５－９－９ 申 明雨 ３ 県 約 ４６０人 平成１０年１２月２１日

平成１０年
１２月２４日

１５ 三代目山野会 熊本県熊本市本荘町
７２１－１４ 池田 鉄雄 県 内 約 ７０人 平成１０年１２月２１日

平成１０年
１２月２４日

１６ 三代目 道会 広島県尾道市新高山３
－１１７０－２２１ 渡邊 ６ 県 約 １８０人 平成１１年３月１日

平成１１年
３月４日

１７ 三代目太州会 福岡県田川市大字弓削
田１３１４－１ 大馬雷太郎 県 内 約 １３０人 平成１１年３月１日

平成１１年
３月４日

１８ 七代目酒梅組 大阪府大阪市中央区東
心斎橋２－６－２３ 金 在鶴 ２府２県 約 ２８０人 平成１１年５月２１日

平成８年
５月２６日

１９ 極東桜井總家連合会 静岡県沼津市原字東沖
１７６７－１ 芹澤 保行 ６ 県 約 ３６０人 平成１１年７月１日

平成１１年
７月８日

２０ 極 東 会 東京都豊島区西池袋１
－２９－５ 圭化 １都１道

１３ 県 約１，７００人
平成１１年
７月１４日

平成１１年
７月２１日

２１ 東 組 大阪府大阪市西成区山
王１－１１－８ 岸田 清 府 内 約 １７０人 平成１１年７月３０日

平成１１年
８月４日

２２ 松 葉 会 東京都台東区西浅草２
－９－８ 李 春星 １都１道

８ 県 約１，５００人
平成１２年
２月３日

平成１２年
２月１０日

２３ 國 粹 会 東京都台東区千束４－
３－１ 工藤 和義 １都７県 約 ５２０人 平成１２年５月２日

平成１２年
５月１３日

２４ 中 野 会 大阪府大阪市天王寺区
生玉町１２－４ 中野 太郎 １道２府

５ 県 約 １７０人 平成１１年７月１日
平成１１年
７月１日

２５ 二代目福博会 福岡県福岡市博多区千
代５－１８－１５ 和田万亀男 ４ 県 約 ３４０人 平成１２年２月１０日

平成１２年
２月１０日

第４章 暴力団総合対策の推進

－１３８－



なお，同暴力団は７年の指定処分についても同様の訴訟を提起しており，京都地方裁判所

で係属中となっている。

（２） 中止命令及び再発防止命令の発出状況

平成１２年中は，２，１８５件の中止命令及び９５件の再発防止命令を発出しており（表４－３），

暴力団対策法施行（４年３月１日）以降発出した中止命令，再発防止命令の総件数は，１２年

末現在，それぞれ１万２，７８２件，３７８件に上っている。

１２年中の中止命令を形態別にみると，資金獲得活動である暴力的要求行為（９条）に対す

るものが１，３５２件（６１．９％），加入強要及び脱退妨害（１６条）に対するものが４８２件（２２．１％）

となっている。また，暴力的要求行為のうち，伝統的な資金獲得活動であるみかじめ料，用

心棒料等の要求行為に対するものは５１８件（２３．７％）となっている。

団体別に見ると，山口組に対するものが９９６件（４５．６％），次いで稲川会に対するものが３３９

件（１５．５％），住吉会に対するものが２７２件（１２．４％）の順であり，これら３団体に対する中

止命令件数が，全体の７３．５％を占めている（表４－３）。

また，１２年中は，３件の再発防止命令違反及び１件の中止命令違反事件を検挙している。

［事例１］ 六代目合田一家傘下組織組員（３１）は，１１年９月，山口県宇部市内の飲食店に

対し，みかじめ料を要求し，さらに，１２年８月，同市内の別の飲食店に対し類似の要求

をしたこと等から，９月，営業を営む者に対し，１年間，みかじめ料等を要求してはな

らない旨の再発防止命令を発出した（山口）。

［事例２］ 稲川会傘下組織幹部（３７）は，神奈川県公安委員会から，建設工事を施工する

者に対し当該建設工事現場における飲食物の販売の役務の提供の受入れを要求すること

等を禁ずる旨の再発防止命令を受けていたが，１２年８月，建設工事を施工する者に対し，

当該建設工事現場における自動販売機の設置の受入れを要求し，同再発防止命令に違反

した。１０月，暴力団対策法違反で検挙した（神奈川）。

（３） 暴力団員の離脱促進，社会復帰対策の状況

警察及び都道府県暴力追放運動推進センター（以下「都道府県センター」という。）が援

助の措置等を行うことにより暴力団から離脱させた暴力団員は，平成１２年中は約５４０人であ

り，暴力団対策法の施行後約５，３１０人に上っている。また，関係機関・団体と連携を図り全

国に設置された社会復帰対策協議会を通じて就業に成功した元暴力団員は，同法施行後１２年

末までに約６４０人である。さらに，社会復帰対策を効果的に推進するため，暴力団から離脱

し，就業した者について，社会復帰アドバイザーが，本人，その家族，雇用事業者等を訪問

するなど，事後の対策の充実にも努めているところである。

［事例］１２年２月，警察署刑事課において，「刑務所を出所した山口組傘下組織の組員が，

組抜けについて悩んでいる」旨の情報を入手し，４月，同組員を警察本部に出頭させ説
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表４－３ 暴力団対策法に基づく中止命令及び再発防止命令件数（平成８～１２年）

注： は平成９年改正による追加条項。
数字は，中止命令の件数であり，（ ）内は再発防止命令，〈 〉内は少年脱退措置命令の
それぞれの外数である。
石川一家は，五代目山口組傘下組織となり，平成７年１０月１６日に指定を取り消された。
二代目大日本平和会は，再度の指定が行われず，平成９年４月６日で指定の効力が失われた。
団体名は，平成１１年１２月３１日現在のものである。

年 次区 分 ８ ９ １０ １１ １２

総 数 １，４５６（４３）１，７３７（６０）１，９００（４３）２，２７５（２５）２，１８５（９５）

形

態

別

９条

不当贈与要求行為
みかじめ料要求行為
用心棒料等要求行為
高利債権取立等行為
不当債権取立行為
不当債務免除要求行為
不当貸付等要求行為
競売等妨害行為
不当示談介入行為
因縁をつけての金品等要求行為
その他

２２４
１２７（４）
２６７（３６）
７
－
１６５
１５
１

６６
２１

３４７
１５０（９）
２９０（４０）
１０
２
１９３
１８
１
１
７６
３７（１）

４８３（３）
１４７（３）
２４４（２４）
１６
１２
２４３（１）
２７

１
３９
２３

５４０（１）
１４４
３４０（１８）
２３
１２
１７５
２４
２
１０
５２
３５（１）

５１４（２）
２０３（７）
３１５（６２）
１５（１）
１９
１７７
２７

１
４２
３９（３）

１０条 暴力的要求行為の要求行為等
暴力的要求行為の現場に立会い助ける行為

（２）
９０

（２）
１４８ １７８

（１）
３７２ ３４７

１２条
の２

指定暴力団等の業務に関し行われる暴力
的要求行為 － （２） （３）

１２条
の３ 準暴力的要求行為の要求行為等 － （１） （１）

１２条
の５ 準暴力的要求行為 － １ １（１）

１６条

少年に対する加入強要・脱退妨害
威迫による加入強要・脱退妨害
密接関係者の親族等に対する加入強要・
脱退妨害

５８
３４４（１）

７１

３５（１）
３６６（５）

６１

４５（３）〈５〉
３７７（５）

６４

５０〈１〉
４２４（２）

６８

４７（３）
３８７（１５）

４８（２）

１７条 加入の強要の命令等

２０条 指詰めの強要等 １ １ ２

２４条 少年に対する入れ墨の強要等 ２

２９条 事務所における禁止行為等 １ ２

団

体

別

五 代 目 山 口 組
稲 川 会
住 吉 会
四 代 目 工 藤 曾
六 代 目 合 田 一 家
五代目会津小鉄会
四 代 目 共 政 会
四 代 目 小 桜 一 家
二 代 目 道 仁 会
三 代 目 旭 琉 会
沖 縄 旭 琉 会
三 代 目 浅 野 組
親 和 会
双 愛 会
三 代 目 山 野 会
（石 川 一 家）
二 代 目 道 会
三 代 目 太 州 会
七 代 目 酒 梅 組
極東桜井總家連合会
極 東 会
東 組
松 葉 会
（二代目大日本平和会）
國 粹 会
中 野 会
二 代 目 福 博 会

５７７（１７）
２６８（１３）
２４４（５）
２２
５
２５（２）
５
４
１７
１
４
２
２
２９（１）
１
－
４
４
２０（１）
１９（１）
５３
９（１）
５０（１）
０
２９（１）
－

７４０（１９）
２７８（９）
２９１（１０）
１３（１）
４
２６
４
３
１８
７
６
７
３
１９（４）
５
－
５
１１（２）
１３（１）
３（２）
５５
１０
７６（７）
－
２２（５）
－

８４６（１６）〈５〉
３４７（１０）
２４３（１０）
９
３
３３（１）
１１
３
２５
１
６
１
４
２９（２）
１２
－
４

１４
１８（１）
６６
９
６２（２）
－
２９（１）
－

９６５〈１３〉
３６４（５）〈１〉
２９８
６
３
３８
８
１
３３
９
７（１）
３
６
２０（２）
１
－
７
５
４
３３
５８（１）
１９
６０
－
５４（２）
３

９９６（４３）
３３９（１６）
２７２（１６）
１４
１４（３）
２７（３）
７
８
３９（１）
１０
１４
９
１
１２
５
－
５（１）
１
９
５
５１（２）
１５（２）
４３（６）
－
３９（２）
１
５
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得した結果，同組員は組織から離脱し，親の下で働く決意を固めたことから，社会復帰

アドバイザー等との連携の下，組長からの脱退承認書を取り付け，父親の経営する鉄工

所に就労させた（宮崎）。

４ 民事介入暴力対策及び暴力団排除活動の現状

（１） 都道府県センターを中心とした暴力団排除活動

都道府県センターは，民事介入暴力対策及び暴力団排除活動の中核として，相談事業を始

め少年を暴力団から守る活動，民間の暴力団排除活動に対する援助，暴力団事務所撤去活動

の支援，暴力団員による不当な行為の被害者への見舞金の支給，民事訴訟費用の無利子貸付，

暴力団員の組織離脱の支援等の事業を行い，警察その他の関係機関・団体との連携の下に民

事介入暴力対策及び暴力団排除活動を活発に展開している。

平成１２年中に警察及び都道府県センターに寄せられた相談を相談種別にみると，表４－４

のとおりである。

また，暴力団対策法に基づき，警察及び都道府県センターは，暴力団員による不当要求の

被害を受けやすい金融・保険業，建設・不動産業，ぱちんこ営業等を中心に，各事業所の不

当要求防止責任者に対する講習（以下「責任者講習」という。）を実施しており，１２年４月

以降１３年３月までに約５万４，３００人が受講した。この責任者講習においては，教本，視聴覚

教材等が用いられているほか，暴力団員への応対方法について模擬訓練形式の実習も行われ

ている。

（２） 企業等の暴力団，総会屋等との関係の遮断に対する支援等

警察においては，都道府県警察に設置された「企業対象暴力特別対策本部」等を中心とし

て，企業からの暴力団，総会屋等に係る各種相談に適切に対応するため相談体制の充実を図

るとともに，企業，業界団体に対する自主警戒に係る指導や情勢に応じた的確な保護対策を

講じているほか，被害防止要領等に関する講演等を積極的に行うなど，企業等の暴力団，総

会屋等との関係の遮断に対する各種の支援，指導等を行っており，民事介入暴力対策として

の効果も上げている。また，都道府県センターの相談事業においても，暴力追放相談委員が，

専門知識を生かし相談に応じているところである。

（３） 各種業からの暴力団排除

ア 証券市場への上場からの暴力団等の排除

ベンチャー企業向けの証券新市場として東京証券取引所マザーズ及び大阪証券取引所ナス

ダック・ジャパンが創設されたことに伴い，これらの証券新市場を含む東京，大阪等の各証

券取引所の上場審査基準に暴力団排除条項が盛り込まれるなど，証券市場への上場からの暴

力団等の排除が積極的に推進されている。
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表４－４ 相談種別暴力団関係相談件数（平成１２年）

受理機関
類 型 警 察 センター 合 計

１ 暴力的要求行為等に関する相談（件） ８，１２４ ２，９２１ １１，０４５

（１）人の弱みにつけ込む金品等要求行為 ６６４ ２８６ ９５０

（２）不当寄付金要求行為 １，２９６ ６６２ １，９５８

（３）不当下請等要求行為 ２５７ １０８ ３６５

（４）みかじめ料要求行為 ５９８ ５１ ６４９

（５）用心棒料等要求行為 ３６３ ２０ ３８３

（６）高利債権取立行為 ２０８ １００ ３０８

（７）不当債権取立行為 ９４１ ３４５ １，２８６

（８）不当債務免除要求行為 ７４４ ２３１ ９７５

（９）不当貸付要求行為 １７１ ５３ ２２４

（１０）不当信用取引要求行為 ４３ １２ ５５

（１１）不当自己株式買取等要求行為 ８ ６ １４

（１２）不当地上げ行為 ２１ １３ ３４

（１３）競売等妨害行為 １４５ ４５ １９０

（１４）利得示談介入行為 ３８８ １６８ ５５６

（１５）因縁をつけての金品等要求行為 ２，２７７ ８２１ ３，０９８

２ 準暴力的要求行為の要求等に関する相談 ４８ ３ ５１

３ 離脱，加入強要・勧誘に関する相談 １，５３８ ４１６ １，９５４

（１）離脱に関する相談 １，１０１ ３８６ １，４８７

（２）勧誘・加入強要等に関する相談 ４３７ ３０ ４６７

４ 暴力団事務所等に関する相談 １，２０７ ３０３ １，５１０

（１）禁止行為に関する相談 ３９ ６ ４５

（２）苦情・取締り要望等 ７２１ ５４ ７７５

（３）進出阻止・撤去等に関する相談 １６９ ６１ ２３０

（４）立ち退きに関する相談 ２７８ １８２ ４６０

５ １～４に該当しない不法行為に関する相談 １３，４４３ ２，１５１ １５，５９４

（１）刑法に規定する罪に該当する行為に関する相談 ４，４４２ ８０１ ５，２４３

（２）特別法に規定する罪に該当する行為に関する相談 １，４３９ １４３ １，５８２

（３）その他 ７，５６２ １，２０７ ８，７６９

６ 暴力団対策法に関する相談 ３，１１３ ７，１５０ １０，２６３

（１）暴力追放運動推進センターの事業に関する相談 １１４ ３，２２０ ３，３３４

（２）そ の 他 ３，０００ ３，９３０ ６，９３０

合 計 ２７，４７３ １２，９４４ ４０，４１７
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イ 産業廃棄物処理業等からの暴力団等の排除

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正により，産業廃棄物収集運搬業者の許可等

について暴力団排除条項が新たに盛り込まれるとともに，警察本部長等が都道府県知事に対

し暴力団の排除等に関し適当な措置をとることについて意見を述べることができることの規

定が整備され，１２年１０月１日に施行された。これにより，許可時等において，産業廃棄物処

理業等から暴力団を排除することが可能となった。

ウ 債権管理回収業に関する特別措置法の施行状況

金融機関等が有する不良債権処理の促進等を図るため，債権管理回収業に関する特別措置

法（いわゆるサービサー法）が，１０年１０月に制定され，１１年２月に施行された。１２年末現在，４２

社が債権管理回収業の許可を受けているが，同法においては，暴力団員等がその事業活動を

支配することなどを許可の欠格要件としており，警察庁長官は，同法に基づき法務大臣に対

し，当該欠格要件の有無について意見を述べている。

エ 公共事業等からの暴力団等の排除

警察では，国や地方公共団体と連携して，暴力団の資金源を遮断するため，国や地方公共

団体等の発注する公共事業の請負業者から暴力団及び暴力団利用業者を排除するなど，公共

事業における暴力団排除活動を積極的に推進している。

また，建設業及び不動産業については，昭和６１年から都道府県警察と知事部局との申合せ

に基づき，許可申請時等における審査や，個別事案に基づく許可の取消し等の場合において，

暴力団を排除するための連携を徹底しており，各種業からの暴力団排除の最も先進的な分野

といえる。

［事例］ 山口組傘下組織幹部（３７）による発砲事件の捜査過程において，同組織に利益供

与等を行っていた企業が公共工事の指名業者となっていたことが判明したため，その旨

を鳥取県及び中国地方建設局に通報したところ，１２年３月，県は６か月の指名停止処分

とし，中国地方建設局は指名業者から排除した（鳥取）。

（４） 暴力団を相手方とする民事訴訟の支援の動向

全国各地で，暴力団事務所の明渡しや使用差止め請求訴訟，暴力団員の違法行為による被

害に係る損害賠償請求訴訟等，暴力団を相手方とした民事訴訟が提起されており，警察は日

本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会等とも連携しつつ支援を行っている。なかでも，暴

力団犯罪の被害者が，当該犯罪等の実行行為者のみならず，その所属する暴力団の組長等の

使用者責任や共同不法行為責任を追及する損害賠償請求訴訟については，被害回復はもとよ

り，暴力団組織に打撃を与えるという面からも注目される。警察においては，危害防止の観

点から関係者に対する保護対策を徹底するとともに，都道府県センターにおいて，訴訟費用

の貸付等の支援を積極的に行っている。
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［事例］ 稲川会傘下組織関係者（５１）が，恐喝事件において懲役１年６か月（執行猶予３

年）の有罪判決を受けたことから，警察では，（財）北海道暴力追放センターとの連携の

下，被害者による恐喝の被害金１１万円の支払いを求める訴訟の提起を支援した。裁判所

から被害金の分割支払い等を内容とする和解条項を示され，平成１２年９月，同関係者が

被害者に未返済の被害金を全額支払うことで和解が成立した（北海道）。

（５） 暴力団排除等のための暴力団情報の提供

警察庁では，国民を暴力団員による不当な行為から守るとともに，社会から暴力団を排除

するため，警察の保有する暴力団情報の提供についての基準等を定めた。具体的には，情報

提供に係る手続について法令上の規定がある場合，他機関との間に情報提供できる場合を定

型化・類型化している場合，暴力団を実質的な相手方とする訴訟の支援に必要な場合や暴力

団に係る被害者対策，資金源対策及び社会の基本システムへの介入防止のために必要な場合

に積極的な情報提供を推進することとしている。また，各都道府県警察においては，定めら

れた基準等に基づいて暴力団情報を適切に提供していくことにより，暴力団排除活動及び民

事介入暴力対策を推進している。
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